
26 25 24 23

①企業を成長
に導く活躍促進
セミナー

Ａ Ａ Ａ －

②女性関連施
設・地方公共団
体・団体リー
ダーのための
男女共同参画
推進研修

Ａ Ａ Ａ Ａ

③大学等にお
ける男女共同
参画推進セミ
ナー

Ａ Ａ Ａ Ａ

④男女共同参
画推進フォーラ
ム

Ａ Ａ Ａ Ａ

①大学等にお
ける男女共同
参画に関する
調査研究

Ａ Ａ － －

②女性関連施
設に関する調
査研究

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ⅱ　国民に対して提
供するサービスその
他の業務の質の向上
に関する事項
１ 基幹的な男女共同
参画及び女性教育指
導者等の資質・能力
の向上
　男女共同参画及び
女性教育を推進する
人材育成の拠点とし
て、地方公共団体、
女性 関連施設、女性
団体、大学等の男女
共同参画及び女性教
育の推進に係る基幹
的 指導者を対象に、
高度なマネジメント能
力等、より専門性の
高い研修等を実施す
る。 研修の実施に当
たっては、基幹的指
導者の資質・能力の
向上のために必要な
事項等について調査
研究を行い、その成
果を研修の内容等に
反映させる。 さらに、
研修効果を全国に効
果的に還元する観点
から、研修の対象者
や課題等を厳選する
とともに、研修効果の
普及状況を的確に把
握し事業に反映させ
る。 なお、大学等の
教職員に対する研修
については、高等教
育機関における教
育・研究活動が男女
共同参画の理念を踏
まえて行われるよう
留意する。

Ⅰ　国民に対して提供するサー
ビスその他の業務の質の向上
に関する目標を達成するためと
るべき措置
１ 基幹的な男女共同参画及び
女性教育指導者等の資質・能
力の向上
（１）基幹的指導者に対する研
修等の実施
①地方公共団体、女性関連施
設、女性団体、大学等の男女共
同参画及び女性教育の推進に
係る基幹的指導者を対象に、高
度なマネジメント能力等、より専
門性の高い参加型の実践的な
研修を実施する。なお、実施に
当たっては研修の対象者や課
題等を厳選する。
②研修実施に当たり、参加者の
85％以上からプラス評価を得
る。
③研修効果の普及状況を的確
に把握するため、事後に実施す
るフォローアップ調査の回収率
を高めるとともに、研修成果の
活用について回答者の80％以
上からプラス評価を得る。
④全国的な波及効果を促進す
るため、参加者の地域的なバラ
ンスを改善する。

Ａ

　男女共同参画を推進する
人材の育成を目的としたリー
ダー研修を地方自治体、女
性関連施設、女性団体にと
どまらず、大学・企業のリー
ダーをも対象に実施し、目標
以上のプラス評価を獲得して
いる。プログラムの内容につ
いても、日本再興戦略の「女
性の活躍推進」や教育再生
実行会議における「全員参
加型社会への移行」などの
政府の動向、最新のデータ、
喫緊の課題、現場情報をお
さえ、高度で実践的なものと
している。例えば、企業を対
象とした研修では「ダイバー
シティの本質」「長時間労働
の是正」「経済活動と地域・
家庭における役割の男女相
互の乗り入れ」を、大学を対
象とした研修では「学内の女
性管理職比率の向上」「男性
の男女共同参画」「女子学生
に対するキャリア支援」を、
女性関連施設や自治体職員
を対象とした研修において
は、「女性が活躍できる社会
のあり方」「女性の貧困」「女
性への暴力」など、時宜に
適った且つ本質的なテーマ
を厳選して取り上げた。

　男女共同参画リー
ダーの資質向上を目
的として、女性関連施
設、地方自治体、企
業、大学、団体などの
担当者を対象とした
研修を実施してきたと
ころであるが、次期
は、男女共同参画社
会の形成を推進する
ために投資すべき対
象を今一度見直し、
精査した上で、基幹
的指導者を育成する
ための研修計画を組
んでいく。

（２）基幹的指導者に対する研
修に資する調査研究の実施、
学習プログラム・研修資料の作
成
　①男女共同参画及び女性教
育に関する基幹的指導者の資
質・能力の向上に必要な事項等
について調査研究を行い、調査
に基づく学習プログラムや研修
資料を毎年作成し、研修等を通
じて普及する。
　②事後に実施するフォロー
アップ調査の充実を図り、研修
の成果を的確に把握することに
より、研修内容を見直す。

Ａ

①第3次男女共同参画基本
計画(第11分野、第12分野、
推進体制)に合致しており、
基幹的指導者に対する研修
に資する調査研究となってい
る。アンケート調査やヒアリン
グ調査を基に報告書や、具
体的事例を紹介した実践ガ
イドブックを作成するなど実
践に役立つ研修資料を作成
した。ガイドブック作成におい
ては国立大学協会と連携し
て進めることができた。評価
委員会からも、他機関ではで
きない調査であること、「国立
女性教育会館の在り方検討
会」の提言に対応した調査研
究であることが評価されてい
る。
②第3次男女共同参画基本
計画(第12分野、第14分野、
推進体制)に合致しており、
基幹的指導者に対する研修
に資する調査研究となってい
る。評価委員会からも、他機
関ではできない全国調査で
あり、指定管理や災害関連と
いった時宜にかなった課題
設定がされていると評価され
ており適切である。

　作成した研修資料
をどのように普及させ
るかが課題である。
「実践ガイドブック大
学における男女共同
参画の推進」は、より
広い活用を目的に市
販したが、さらに検討
したい。
　また、国立大学協
会との連携をさらなる
強化や大学等におけ
る男女共同参画推進
セミナーのさらなる充
実をはかりたい。

第３期中期目標期間見込み評価報告書

独立行政法人　国立女性教育会館

中期目標 中期計画 事業名
各年度評価 評

定
根拠 課題と対応
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①若手男女の
キャリア形成に
関する意識及
び支援に関す
る調査研究

Ａ Ａ － －

②女子大生
キャリア形成セ
ミナー

Ａ － － －

③男女共同参
画の視点に
立った若者の
キャリア形成支
援に関する調
査研究

－ Ａ － －

④地域課題の
解決と女性の
経済的自立に
関する調査研
究及びプログラ
ム開発

－ － Ａ Ａ

⑤男性の家庭・
地域への参画
を促進するため
の調査研究及
びプログラム開
発

－ － Ａ Ａ

２　男女共同参画・女
性教育・家庭教育に
関する喫緊の課題に
係る学習プログラム
等の開発・普及
　男女共同参画・女
性教育・家庭教育に
関する喫緊の課題
（例えば、女性の活躍
による社会の活性
化、様々な困難な状
況に置かれている
人々への対応、地域
における身近な男女
共同参画の推進、男
性の家庭・地域への
参画促進、生涯を見
通した総合的なキャリ
ア教育等）に関する
調査研究を行い、そ
の成果に基づき学習
プログラムの開発や
教材の作成等を行
う。キャリア教育につ
いては、大学等と協
働して取り組む。
　さらに、開発した学
習プログラムによる
研修をモデル的に実
施し、その成果を普
及することにより、地
方公共団体等が同課
題に関する研修等を
独自に企画・実施す
るよう支援する。
  なお、時宜に適った
調査研究・研修を行う
観点から、地域での
活用状況等も踏ま
え、期間を定めて計
画的に調査研究・研
修内容を見直すもの
とし、研修の実施に
当たっては、研修の
趣旨に応じて対象者
等を厳選する。

２　男女共同参画・女性教育・家
庭教育に関する喫緊の課題に
係る学習プログラム等の開発・
普及
（１）喫緊の課題に関する先駆
的調査研究の実施
　①男女共同参画・女性教育・
家庭教育に関する喫緊の課題
（例えば、女性の活躍による社
会の活性化、様々な困難な状
況に置かれている人々への対
応、地域における身近な男女共
同参画推進、男性の家庭・地域
への参画促進、生涯を見通した
総合的なキャリア教育等）に関
する調査研究を、調査テーマご
とに一定の時限を設けて実施
する。
　②それらの成果をもとに、適
宜調査研究内容の見直しを行
い、学習プログラムや研修資料
を毎年作成する。
　③調査研究を活用した研修・
交流事業への参加者の８５％
以上から学習プログラム・研修
資料に関するプラスの評価を得
る。

Ａ

　第３次男女共同参画基本
計画（第３分野、第４分野、
第７分野、第１１分野に合致
したもので、喫緊の課題に対
応する調査研究となってい
る。
　調査テーマごとに調査期間
を設定し、アンケート調査、ヒ
アリング調査、実験プログラ
ムの実施などテーマに応じて
調査研究方法を検討した。
　研究成果はアンケート調査
を分析した報告書や学習プ
ログラム、具体的な取組事
例を掲載するハンドブックな
どの形でとりまとめた。「男性
の家庭・地域への参画を促
進するための調査研究」では
ホームページ上に、学習プロ
グラムの企画、実施に役立
つ「男女共同参画と男性の
サイト」を開設した。
　また、会館で開発したプロ
グラムを基に、地域の女性セ
ンターや大学と連携した研修
を実施している。埼玉大学や
埼玉県私立短期大学と共同
で開発した学習プログラムの
成果が女子大学生キャリア
セミナーや学習オーガナイ
ザーといった新規の研修に
活用されている。

　どのような研修資料
が有用なのか、内容
や提供方法について
はニーズを把握しな
がらさらなる充実に努
めたい。
　開発したプログラム
の展開が課題である
が、群馬県ぐんま男
女共同参画センター
におけるキャリアセミ
ナーは、会館が開発
した研修プログラム
が会館での主催→会
館とセンターとの共催
→センターの単独主
催となっており、着実
にプログラムが展開
する一例となってい
る。
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①女性関連施
設相談員研修

Ａ Ａ Ａ Ａ

②女子中高生
夏の学校

Ａ Ａ Ａ －

③男女共同参
画の視点に
立った多様な
キャリア形成支
援研修

－ － Ａ Ａ

④大学生を対
象とした男女共
同参画の視点
に立った複合的
キャリア教育の
推進

－ － Ａ Ａ

⑤教育・学習プ
ログラム実施に
関する支援

Ａ Ａ － －

（２）喫緊の課題を担当する指
導者に対する先駆的研修の実
施
①男女共同参画・女性教育・家
庭教育に関する喫緊の課題を
担当する指導者を対象として、
同課題に係る先駆的で参加型
の実践的研修を一定の時限を
設けて実施する。なお、研修の
実施に当たっては、研修の趣旨
に応じて研修の対象者等を厳
選する。
②研修実施に当たり、参加者の
８５％以上からプラスの評価を
得る。
③研修効果の普及状況を的確
に把握するため、事後に実施す
るフォローアップ調査の回収率
を高めるとともに、研修成果の
活用について回答者の８０％以
上からプラス評価を得る。
④フォローアップ調査の充実を
図り、研修の成果を的確に把握
することにより、研修内容を見
直す。
⑤地方公共団体等が同課題に
関する研修等を独自に企画・実
施する力を育成するため、地域
の女性関連施設等と協働して、
地域の実情に応じた学習プログ
ラムを開発し、それに基づいた
モデル的研修を実施する。
活性化、様々な困難な状況に
置かれている人々への対応、
地域における身近な男女共同
参画推進、男性の家庭・地域へ
の参画促進、生涯を見通した総
合的なキャリア教育等）に関す
る調査研究を、調査テーマごと
に一定の時限を設けて実施す
る。
　②それらの成果をもとに、適
宜調査研究内容の見直しを行
い、学習プログラムや研修資料
を毎年作成する。
　③調査研究を活用した研修・
交流事業への参加者の８５％
以上から学習プログラム・研修
資料に関するプラスの評価を得
る。

Ａ

　女子学生への理系進路支
援、若年層を対象としたキャ
リア開発学習支援、困難を
抱えた女性からの相談に対
応する職員の資質向上など
の喫緊の課題に先駆的に取
り組み、試行錯誤を重ねな
がら学習プログラムの開発・
実施を進め、いずれも研修
参加者からの目標以上のプ
ラス評価を獲得した。

　新たに生まれる喫
緊の課題に対応する
ための事業のスク
ラップ＆ビルドを適切
に行う必要がある。
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①男女共同参
画統計に関す
る調査研究

Ａ Ａ Ａ Ａ

②調査研究成
果の普及

Ａ Ａ Ａ Ａ

 ３　男女共同参画･女性教育・家
庭教育に関する調査研究の成
果や資料・情報の提供等
（１）地域の機関で活用しうる男
女共同参画・女性教育・家庭教
育に関する基礎的な研究の成
果の提供
①男女共同参画・女性教育・家
庭教育に係る統計等に関する
調査研究を行い、３年ごとに「男
女共同参画統計データブック」、
毎年「統計リーフレット」を刊行
する。さらに、男女共同参画統
計を理解するための研修資料
を対象別に作成する。
②統計調査の成果を提供する
「男女共同参画統計ニュースレ
ター」の配信先を中期目標期間
中に２千件まで拡充し、成果を
普及する。
③基幹的指導者の資質・能力
の向上及び喫緊の課題をテー
マとして実施した調査研究の成
果について、ホームページや地
域共同リポジトリ等を通じて普
及する。

Ａ

　男女共同参画統計の充実
は第３次男女共同参画基本
計画（第２分野）に合致したも
のであり、様々な形の統計
データ作成は地域で活用で
きる基礎的な研究成果の提
供に資するものとなってい
る。
　データブック、リーフレット、
対象別資料、ニュースレター
は計画通りに作成されてい
る。ニュースレターは平成２５
年に配信先が伸び悩んだ
が、主催事業の参加者や会
館利用者等に積極的に働き
かけて配信先の拡充に努め
た。
　評価委員会からも、様々な
形の統計データが会館の主
催事業だけでなく館外の研
修にも幅広く活用されている
ことが評価された。データ
ブックについては男女共同
参画局との連携が指摘され
たので、男女共同参画局が
主催する全国会議のプログ
ラムにデータブックについて
説明する時間を組み込ん
だ。
　ニュースレターについても
男女共同参画局や統計局に
執筆を依頼するなど連携を
進めている。
　調査研究の成果はホーム
ページに掲載し、「ＮＷＥＣ実
践研究」の論文はリポジトリ・
ホームページへ掲載し、普及
に努めている。

　読者のニーズに応
じたニュースレターの
内容や最新データの
提供方法が課題であ
る。
研修参加者のニーズ
から内容を見直すと
共に、最新データに
ついてはホームペー
ジからのデータ提供
の方策を検討した
い。
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①情報資料の
収集・整理・提
供

Ａ Ａ Ａ Ａ

②女性情報
ポータル及び
データベースの
整備充実

Ａ Ａ Ａ Ａ

③図書のパッ
ケージ貸出

Ａ Ａ Ａ Ａ

①女性アーカイ
ブ機能の充実

Ａ Ａ Ａ Ａ

②女性情報
アーキビスト養
成研修

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

　入手困難な史・資料の継続
収集・提供とデジタル化によ
る提供を行っている。
また、アーキビスト養成研修
におけるネットワークづくりの
推進について、「修了者が継
続して交流できる機会を提供
する工夫を」との指摘を平成
２５年度に評価委員会からい
ただいたが、過去の修了者
の有志が集まって「男女共同
参画推進フォーラム」のワー
クショップを企画実施するな
ど、積極的な交流や情報発
信が現在も行われている。

　女性情報アーキビ
スト養成研修（実技
コース）の定員増につ
いて検討する。

（２）全国的な資料・情報の収
集、利用しやすいポータルと
データベースの構築、資料等の
提供
　①男女共同参画及び女性・家
庭・家族に関する図書・雑誌・地
方行政資料等を収集・整理し、
文献情報データベースを通じて
迅速に目録情報を公開・提供す
る。
　②特に、全国の女性関連施設
等の有する女性教育に関する
プログラムなど、地域レベルで
は収集困難な広域的・専門的な
国内外の資料・情報の収集に
重点化を図り、ポータルとデー
タベースの利便性を向上し提供
する。
　③中期目標期間中に、データ
ベース化件数については累計６
０万件以上、アクセス件数につ
いては年間３０万件以上を達成
する。
　④情報センターが所蔵する図
書を、男女共同参画社会の形
成に関するテーマごとにパッ
ケージ化し、中期目標期間中に
累計２０箇所以上の女性関連
施設や大学等に貸し出すことで
学習者への支援を行う。

Ａ

　全国に目配りした資料の継
続収集・提供を行い、データ
ベース化を着実に実行した。
また評価委員会からの指摘
に基づき、検索エンジンの上
位に表示されるよう、ホーム
ページのトップに機関名と
「男女共同参画」のキーワー
ドを入れ、利用者による検索
でヒットしやすいよう工夫し
た。その結果、第三期中期
計画の目標数値である、
データベース化件数累計
６０万件以上、アクセス件数
３０万件以上を期間途中で達
成した。
図書のパッケージ貸出につ
いても順調に件数を伸ばして
おり、期間累計２０個所以上
の目標を平成２４年度に達
成した。評価委員会からも実
績として高く評価できるとの
意見をいただいた。

　より全国に目配りし
た資料収集を行い、
潜在的ニーズの掘り
起こしに努めるととも
に、ポータルやデータ
ベースの項目立てや
配列を改善すること
によって、利便性を引
き続き向上させる。

（３）女性アーカイブ機能の充実
①男女共同参画社会の形成に
顕著な業績を残した女性に関
するアーカイブを充実し、女性
に関する史・資料を中期目標期
間中に新たに5千点以上収集す
る。収集した史・資料は計画的
に整理し、デジタル加工を施す
などにより、インターネット等で
提供する。
　また、中期目標期間中に展示
室への入室件数について累計5
万件以上を達成する。
②女性アーカイブの企画展を中
期目標期間中に5機関以上と連
携して実施する。
③女性アーカイブの保存・提供
に携わる実務者を対象に、具体
的な保存技術や整理方法の研
修を実施し、中期目標期間中に
女性アーカイブの基本知識を伝
える学習の場を100名以上に提
供するとともに、実務者同士の
情報交換の場を提供することで
ネットワークづくりを推進し、全
国的に女性関連史・資料の保
存のための基盤作りを支援す
る。
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４　男女共同参画・女性教育・家
庭教育に関する国内の関係機
関・団体等との連携協力の推進
（１）国内の関係機関・団体等と
の協働事業の実施
女性関連施設、女性団体、民間
団体、企業等、男女共同参画・
女性教育・家庭教育に関連する
国内の関係機関、団体等との
協力体制を充実させ、中期目標
期間中に累計３５機関以上と協
働で研修事業等に取り組み、連
携による、より効果的な事業を
実施する。

国内の関係機
関・団体等との
協働事業の実
施

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　中期目標期間４年目にし
て、すでに６５機関との連携
した事業を実施しており、目
標を達成している。連携機関
は、内閣府、文部科学省、経
済産業省をはじめ、独立行
政法人、経営者協会、企業、
大学、学会等、多岐に渡って
いる。

　関係省庁との連携
については、事業の
受託・共催・後援に限
らず、主催事業にお
ける施策説明、運営
委員会への出席等に
より連携強化に努め
ている。

（２）交流機会の提供による会
館を中心としたネットワークの
構築
　①全国各地で男女共同参画
及び女性教育を推進する活動
に携わる地方公共団体、女性
関連施設、女性団体等の担当
者や喫緊の課題の解決に取り
組む研究者等に対し交流の機
会を提供するため、１千名以上
の参加を募る全国フォーラムを
開催する。
　なお、交流機会の提供につい
ては、大学、企業等からの参加
を促進する。
　②研修修了生等が地域に
戻って実践したことを報告し合
い学習する機会を設定し、地域
におけるネットワークの形成を
促進するとともに、会館と地域と
の連携を強化する。
　③会館ボランティアに対し、主
催事業への参加の機会を充実
させるなど、その活動を支援す
る。

男女共同参画
推進フォーラム
【再掲】

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　地方自治体、女性関連施
設、企業、大学、団体などの
各分野の推進リーダーが横
断的に課題を共有し、情報
交換できる場を提供。先進的
な取組の発表を中心とした
充実したワークショップ展開
により、毎年、1,000人をこえ
る学習者に対し、各々の現
場で活用に結びつく、実践的
な学習を行っている。企業や
大学関係の参加者も年々増
加している。

　男女共同参画を推
進するための課題解
決にむけては、分野
を超えて課題を共有
できる場の存在が必
要である。当事業が
そうした場として更に
機能するよう、ワーク
ショップの選定やプロ
グラム企画における
工夫を重ねていく。

４　男女共同参画・女
性教育・家庭教育に
関する国内の関係機
関・団体等との連携
協力の推進
　女性関連施設、女
性団体、民間団体、
企業等、男女共同参
画・女性教育・家庭教
育に関する国内の関
係機関・団体等と連
携・協働し、より効果
的な事業を実施す
る。
　また、調査研究の
成果やこれまでに蓄
積された専門的な情
報等を各機関・団体
等に提供するととも
に、情報交換し交流
する場を提供すること
により、女性関連施
設等のネットワークの
中核として、地域にお
ける男女共同参画の
推進を支援する。交
流機会の提供につい
ては、大学、企業等
からの参加を促進す
る。
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①アジア太平洋
地域における
男女共同参画
推進官・リー
ダーセミナー

Ａ Ａ Ａ Ａ

②国際協力機
構との連携によ
る研修

Ａ Ａ Ａ Ａ

③ＮＷＥＣ国際
シンポジウム

Ａ Ａ Ａ Ａ

５　男女共同参画及
び女性教育に関する
国際貢献、連携協力
の推進
　開発途上国、特に、
国連アジア太平洋地
域経済社会委員会
（ＥＳＣＡＰ）加盟国の
行政・教育担当者等
を対象として研修を
実施するなどにより、
各国の男女共同参画
及び女性教育に関す
る人材を育成する。
　さらに、これまでに
構築した海外との協
力体制を強化し、調
査研究等の協働事業
を行うとともに、研修
参加者のネットワーク
形成や、研修の成果
を広く社会に還元す
るなどにより、世界と
りわけアジア太平洋
地域における男女共
同参画及び女性教育
の人材育成のための
拠点としての機能を
強化する。

５　男女共同参画及び女性教育
に関する国際貢献、連携協力
の推進
（１）男女共同参画及び女性教
育に関する国際協力・連携に資
する研修の実施
　①男女共同参画及び女性教
育に関する国際的な人材育成
の拠点として、女性のエンパ
ワーメント支援のために、開発
途上国、特に国連アジア太平洋
経済社会委員会（ＥＳＣＡＰ）加
盟国の行政・教育担当者及び
民間団体等、関係団体の指導
者に対する男女共同参画及び
女性教育に関する参加型の実
践的な研修を実施し、参加者の
９０％以上からプラス評価を得
る。
　②男女共同参画の推進に関
する喫緊の課題をテーマとした
シンポジウムを開催し、参加者
の８５％以上からプラス評価を
得る。
　③研修修了生等による出身国
での成果の活用についての調
査を行い、同調査の結果等を踏
まえ、研修の効果的な実施の観
点から、研修内容等の見直しを
行う。

Ａ

　中期計画に沿って①アジア
太平洋地域における男女共
同参画推進官・リーダーセミ
ナー、②国際協力機構との
連携による人身取引対策に
関わる研修を実施し、満足
度・有用度において高いプラ
ス評価を得た。
　男女共同参画の推進に関
する喫緊の課題として「女性
に対する暴力」、「男性にとっ
ての男女共同参画」、「ＩＣ
Ｔ」、「災害」などをテーマに国
際シンポジウムを開催し、参
加者の８５％以上からプラス
評価を得た。
研修生の帰国後の成果発表
について報告を受けるととも
に、実践した活動について会
館の報告書等に寄稿しても
らうなど、研修後の成果の活
用の把握・普及につとめた。
研修修了生との交流を行う
フェイスブックを立ち上げ、ア
ンケート調査結果や評価会
と合わせて、研修の効果的
な実施の観点から研修内容
も毎年見直しを行ってきた。

　研修の充実と成果
の一層の普及を図る
ために、すでにホー
ムページ上で提供し
ている資料のさらなる
充実を図るとともに、
試験的に放映してい
る国際シンポジウム
の基調講演の活用方
法の提示、英語での
情報発信などを強化
していくことに努めた
い。
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　これまで実施してきた人身
取引に関する調査研究の成
果を踏まえ、国内に在住する
「外国人女性」に焦点をあ
て、暴力、子どもの教育、生
活上の困難等への支援に資
する調査研究を実施した。第
三次男女共同参画基本計画
の重点項目（第８分野）に対
応して、在住外国人女性の
困難に焦点をあてた調査研
究は、テーマ設定、内容が適
切である。研究成果はわかり
やすいブックレットやリーフ
レットとしてまとめ、ホーム
ページからダウンロードでき
るようになっている。また、会
館の主催事業である、自治
体や団体のリーダー、一般
市民、女性相談などの担当
者それぞれを対象とした研
修において成果を発表する
とともに、「男女共同参画と
多文化共生ワークショップ」
を試験的に実施し、国際関
係部局・団体等の参加も得
て男女共同参画視点にたっ
た外国人女性の支援につい
て理解を深めた。
　これまで構築してきた海外
との協力体制を強化しつつ、
地球規模の課題について、
中期目標期間中に海外の５
機関以上と連携した調査研
究や国際会議を実施した。
成果は、報告書にまとめた
ほか、ウエブサイトへの掲
載、国際事業等で知見の発
表を行い、その成果を国際
的に発信した。

　外国人女性とその
子どもや家族が抱え
る問題が複合化・複
雑化する中で、引き
続きこの問題をテー
マに取り上げていく必
要がある。先進事例
を収集しながら、研修
で本テーマを取り上
げるとともに、ホーム
ページでの発信によ
り啓発に努める。

外国人女性の
困難等への支
援に関する調
査研究

－ Ａ Ａ Ａ Ａ

（２）地球規模の課題について
の調査研究の実施
　①これまで実施してきた人身
取引に関する調査研究の成果
を踏まえ、国内に在住する「外
国人女性」に焦点をあて、暴
力、子どもの教育、生活上の困
難等への支援に資する調査研
究を実施する。
　②これまで構築してきた海外
との協力体制を強化しつつ、地
球規模の課題について、中期
目標期間中に海外の５機関以
上と連携した調査研究・事業を
実施し、インターネット等を通じ
てその成果を国際的に発信す
る。
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（３）国際的なネットワークの構
築
　・研修修了生等のつながりを
一層強め会館を中心としたネッ
トワークを構築するため、研修
終了後も双方向の情報交換・議
論を行い、研修修了生等から提
供されたアジア太平洋地域にお
ける男女共同参画のための先
進的な取組を日本国内に普及
させる。

国際的なネット
ワークの構築

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　期間中、海外の５機関と連
携してシンポジウムや国際
会議を行った。成果は報告
書等にまとめ、ホームページ
でも発信している。事業を以
上と国際的なネットワークを
活用して、調査研究や事業
の充実を図っている。また、
国連婦人の地位委員会（ＣＳ
Ｗ）の会期に毎年職員が出
席し、会議の内容について
わかりやすい「はやわかり」
リーフレットを作成し、国際的
動向を会館のフォーラムや
研修で配布・情報提供を行
い、自治体職員や女性セン
ター職員、団体メンバー等か
ら大変有用であるという
フィードバックを得ている。

　国際的ネットワーク
の継続と国内発信の
さらなる充実が課題。
　引き続き海外の関
係機関とは情報交換
や相互交流に努める
とともに、国内向けの
情報発信資料の充実
や研修生が作成した
展示パネルを館外の
機関で掲示する。

６　会館利用者への男女共同参
画及び女性教育に関する理解
の促進・利用の促進
（１）利用者への学習支援
　①職員の専門性を活かしたき
め細かな事前指導を充実し、利
用者のニーズに応じた研修プロ
グラム作成を支援する。
　②会館が提供するプログラム
等を利用した者にアンケートを
実施し、活用状況等を踏まえ、
必要に応じプログラム等の内容
を見直す。
　③多様化、高度化した学習需
要に対応するため、これまでの
情報提供の内容や方法を見直
し、系統化した情報提供を行う
とともに、その内容をインター
ネット上で学習教材として提供
する。

利用者への学
習支援

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　学習者に対する情報提供
の実績を着実に積み上げ、
男女共同参画を推進する人
材育成を行っている。
　また、主催事業の講義など
について一部ＨＰでの動画配
信を行い、広く学習の場を提
供した。

　

　個別の利用団体に
対する情報提供を見
直し、学習普及効果
の高い、リーダーを対
象とした研修プログラ
ムの企画・実施に限
られた予算や人員を
振り向けていくことを
検討する。
　ただし、一般利用も
含めた来館者へのア
プローチは、「男女共
同参画の推進」という
国の最重要課題につ
いて意識啓発する貴
重な機会と捉まえ、引
き続き、パンフレット
配布などの方法で学
習支援を行っていく。

（２）利用の拡大
　①毎年、利用拡大戦略を作成
し、大学・企業等からの利用を
促進し、利用を拡大する。
　②宿泊室利用率について、平
成２７年度までに５５％以上を達
成する。

利用の拡大 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ

　利用率拡大のため、毎年
利用拡大戦略を策定し、企
業の社内研修、大学のゼミ
合宿やサークルの合宿、中
学校・高等学校のオリエン
テーションや部活の利用を招
致すべく、チラシの作成・配
付や、来館者への広報、イベ
ントや学校長会議における
PRに務めた。また、会館OB
による営業活動も展開した。
イベントにおける広報イベン
トの見直し等により複数の大
口利用団体のキャンセルが
相次ぎ、小口の利用団体数
が増えたにもかかわらず宿
泊室利用率は昨年度より2.5
ポイント下落した。

　宿泊室利用率の向
上を図るため導入し
たＰＦＩ事業が順調に
展開するよう必要に
応じ支援を行ってい
く。

６　利用者への男女
共同参画及び女性教
育に関する理解の促
進・利用の促進
　利用者に対し、男女
共同参画及び女性教
育に関する理解を促
進するため、利用者
のニーズに応じた情
報提供を行うととも
に、学習教材を開発
し、インターネット等を
通じて全国に普及す
る。
　また、大学、企業等
との連携強化を進
め、これらの関係者
の利用を促進する。
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Ⅲ　業務運営の効率
化に関する事項
１　適正な法人運営
体制の充実
　理事長のリーダー
シップのもと、国民に
対してより質の高い
サービスを提供する
ため、ガバナンスの
保持及び内部統制の
充実など適正な法人
運営体制の充実を図
る。

Ⅱ　業務運営の効率化に関す
る目標を達成するためにとるべ
き措置
１　適切な法人運営体制の充実
（１）ガバナンス・内部統制の充
実
①理事長のリーダーシップのも
と、会館が担う役割や内包して
いる課題等の情報を職員全員
に共有・伝達するため、定期的
に運営会議、館内研修等を開
催する。
②会館を取り巻くリスクの把握、
分析等を行い、定期的に運営
会議に報告するとともに、リスク
低減に向けた規程等を充実さ
せ、職員全員に周知徹底する。
③業務の有効性・効率性、法令
の遵守、財務会計の透明性等
の観点から、定期的にモニタリ
ングを行う。また、その結果につ
いて役職員に周知を図り、必要
に応じて組織運営の改善に反
映させる。

ガバナンス・内
部統制の充実

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　毎週開催している運営会議
を通じて、理事長のリーダー
シップのもと、ガバナンス及
び内部統制が保持され、適
正な法人運営体制が図られ
ている。平成２３年度からの
４年間、ガバナンス・内部統
制が図られた結果、大きなリ
スクの発生もなく、ほぼ順調
に事業運営が行われてい
る。

　組織が小規模のた
め、リスクの把握及び
リスク削減への対応
に限界がある。今後、
国立特別支援教育総
合研究所、国立青少
年教育振興機構、教
員研修センターと会
館の４法人連携によ
る間接業務の共同実
施の中で共有・検討
が考えられる。
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（２）保有資産の見直し
　①保有資産については、運営
会議等において不断の見直し
を行い、法人として保有し続け
る必要があるかを外部評価委
員会等において検証する。
　②設置時より埼玉県から借り
受けている会館の敷地の面積
を見直し、期間中のできる限り
早期に敷地の一部を返却する。

保有資産の見
直し

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　平成２３年度に、埼玉県と
の交渉により、敷地面積を見
直し・返却することにより、賃
借料を大幅に削減した。

　平成２３年度以降、
特に日帰り利用者数
の伸びが増えない理
由として、草原運動
場・テニスコート３面
の廃止による影響が
考えられる。

Ａ

　平成２６年度に一般管理費
及び業務経費の支出につい
て見直しを行った結果、順調
に経費の削減ができた。また
役職員の給与水準も国家公
務員と比較して低い水準に
ある。

　一般管理費及び業
務経費の削減は、既
に限界まで来ており、
会館の適正な運営に
も支障が生じつつあ
る状況となっている。
例えば、研修参加者
の送迎バスを廃止す
る（男女共同参画推
進フォーラムを除く）
などして対応してきた
が、参加者の負担が
大きく、再度検討が必
要な状況となってい
る。

２　人件費・管理運営
の適正化
人件費については、
平成23年度はこれま
での人件費改革の取
組を引き続き着実に
実施するとともに、平
成24年度以降は「公
務員の給与改定に関
する取扱いについて」
（平成22年11月1日閣
議決定）に基づき、政
府における総人件費
削減の取組み及び今
後進められる独立行
政法人制度の抜本的
な見直しを踏まえ、見
直す。さらに、給与水
準については、国家
公務員の給与水準を
十分配慮し、その適
正化に取り組むととも
に、検証結果や取組
状況を公表する。ま
た、「独立行政法人の
事務・事業の見直し
の基本方針」（平成22
年12月7日閣議決定）
等を踏まえ、管理部
門の簡素化、事業の
見直し、効率化等に
取り組むことにより、
一般管理費（公租公
課及び利用の増加に
よる支出増を除く。）
については、平成22
年度と比して15％以
上、業務経費（外部
資金で実施する事業
費及び利用の増加に
よる支出増等を除
く。）についても5％以
上の効率化を図る。
なお、研修施設及び
敷地面積等の保有資
産については、不断
の見直しを行い、法
人として保有し続ける
必要があるかを検証
し、利用実態・土地形
状等を踏まえた研修
に必要な施設等へ限
定することにより、維
持管理費を縮減す
る。

２　人件費・管理運営の適正化
（１）人件費・管理運営の適正化
　①人件費については「経済財
政運営と構造改革に関する基
本方針２００６」（平成１８年７月
７日閣議決定）に基づき、人件
費改革の取組を平成２３年度ま
で継続する。
　　さらに、役職員の給与に関
し、国家公務員の給与構造改
革を踏まえた見直しに取り組
む。
　②業務運営の見直しと自己収
入等の増加に向けた努力を不
断に行い、中期目標期間中に、
一般管理費（公租公課及び利
用の増加による支出増を除く。）
については平成２２年度比１
５％以上、その他の事業費（外
部資金で実施する事業及び利
用の増加による支出増等を除
く。）については平成２２年度比
５％以上を削減する。
　③運動場、テニスコート等の
施設については、利用実態・土
地形状等を考慮し、研修に真に
必要な施設に限定することによ
り、維持管理費を縮減する。

人件費・管理運
営の適正化

Ａ Ａ Ａ Ａ
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３　業務運営の改善及び効率化
（１）業務運営の改善
・効果的・効率的な業務運営を
行う観点から、事務・事業の見
直し、検証を定期的に運営会議
で行い、業務運営に反映させ
る。
　・また、積極的に事務事業の
外部委託を進めるとともに、必
要に応じて組織の再編整理等
を行う。

業務運営の改
善

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　トップダウン、ボトムアップ
の迅速さ、職員全体の情報
共有が可能であることなどの
小規模組織の利点をしっか
りと活用しながら、自己点検・
評価、外部評価を経て、着実
にＰＤＣＡサイクルを回し、業
務改善を図っており、平成２
３年度からの４年間、研修事
業、調査研究事業等の各事
業は確実な成果を上げてい
る。

　引き続き、小規模組
織に対応した運営会
議において情報共有
及び共通認識を図
り、効果的・効率的な
業務運営を実施して
いく。

（２）人材育成、多様な人材の活
用
　①毎年、研修計画を策定し、
業務に即応した能力開発及び
専門性を高めるための職員研
修を実施する。
　②関係機関・団体等との人事
交流や客員研究員等外部人材
の活用など、多様な人材を確保
することにより、組織を活性化
する。

人材育成、多様
な人材の活用

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　職員の資質向上のため、
定期的な人事交流を実施。
また、人材育成のため、館内
で初任者研修等を実施する
ほか、会館独自で実施が困
難なものについては、４法人
共同実施研修をはじめ外部
の研修へも積極的に多くの
職員が参加している。

　小規模で職員の人
数が限られた組織の
ため、職員一人ひとり
に幅広い業務をこな
す能力と多くの知識
が要求される。同時
に、限られた人数で
は、職場内で業務の
スキルや知識の共
有・伝達が難しく、多く
の研修に参加する必
要がある。

４　業務運営の点検・
評価
　　　業務全般につい
て、参加者や利用者
及びその所属先等の
評価等を踏まえて自
己点検・評価を実施
する。
  また、適時適切に外
部評価を受け、業務
に関する客観的意見
も取り入れ、業務の
改善を不断に行う。

４　業務運営の点検・評価
（１）自己点検・評価等による業
務の改善
　①業務全般について、参加者
や利用者等の評価を踏まえ、自
己点検・評価を実施し、その結
果を的確に事業に反映させる。
　②適時適切に外部評価を受
け、業務に関する客観的意見も
取り入れ、業務の改善を不断に
行う。
　③評価結果は、ホームページ
を通じて公表するとともに、事業
の活性化・効率化を図るために
積極的に活用する。

業務運営の点
検・評価

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　中期目標期間中、自己点
検・評価委員会及び外部評
価委員会を実施し、その成
果を受けて、ＨＰで公開する
とともに着実な業務改善を
行った。

　事業全体の運営の
中で、自己点検・評価
及び外部評価に伴う
作業が職員の負担増
とならないよう、実施
回数や日程調整を工
夫しながら実施してい
る。

Ⅳ  財務内容の改善
に関する事項
１　取引関係の適正
化
　　「独立行政法人の
契約状況の点検・見
直しについて」（平成
２１年１１月１７日閣議
決定）に基づく契約の
適正化、調達の見直
し等を推進することに
より、コストを削減し
透明性を確保する。

Ⅳ　財務内容の改善に関する
事項
１　適切な法人運営体制の充実
（１）契約の点検・見直し
　入札可能なものについては、
全て入札を実施するとともに、
積極的に一般競争入札を導入
する。また、一者応札となった
契約については、公告期間、入
札参加条件、仕様書の見直し
等の改善を図ることにより、一
者応札を削減するとともに、契
約管理委員会等による定期的
な契約点検を実施する。

契約の点検・見
直し

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　一般競争入札の積極的・
効率的実施と広告期間の確
保及び入札条件の緩和等の
努力により、平成２６年度に
は、随意契約及び一者応札
の件数が少なく抑えられてい
る。

　今後も、一者応札を
減らすため、仕様書
をＨＰに早期に掲載
するなど公告期間を
長くするなどの工夫を
続けていく。
　また、総合評価落
札方式についても、
積極的に取り入れて
いくように検討してい
く。

３　業務運営の改善
及び効率化
　事務・事業の見直
し、検証を行うととも
に、必要に応じて組
織の再編整理等を行
うことにより、業務運
営の効率化を進め
る。
　また、計画的な配置
転換や人事交流等に
より、柔軟な体制をと
ることで、組織の活性
化を図るとともに、研
修等を行い、職員の
資質を向上させる。
　さらに、客員研究員
の活用体制を工夫
し、職員との連携のも
と、充実した体制とす
る。
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（２）外部資金の導入
科学研究費補助金等の申請や
国・民間企業等からの受託事業
等の積極的な受け入れを行い、
外部資金を確保する。

外部資金の導
入

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　平成２３年度以降、外部資
金獲得のため、外部機関か
らの研修事業を受託したり、
科学研究費補助金の申請や
寄付金の募集を行うなど、多
様な方法で外部資金獲得の
ため努力を続けている。

　引き続きより多くの
外部資金獲得のた
め、科学研究費補助
金が獲得できるよう、
申請内容を見直した
り、企業等からの寄
付金が得られるよう
広報を工夫したい。

（３）自己収入の拡大
積極的な広報活動や新たな利
用者層の開拓、寄付金の拡大
など自主的な取組のほか、受益
者の負担を適正なものとする観
点から、情報センターのデータ
ベース利用に一部受益者負担
を導入すること等により、自己
収入を拡大する。

自己収入の拡
大

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　利用拡大のため、広報や
訪問活動を積極的に実施し
た結果、平成２３年度以降宿
泊利用率も回復を見せ始
め、利用料金の値上げ等の
努力により自己収入も拡大し
ている。女性教育情報セン
ターのデータベース利用料
への課金も平成２７年６月か
ら導入予定であり、着実な対
応を行っている。

　今後、施設運営がＰ
ＦＩ化することに伴い、
施設利用料金による
大幅な自己収入の拡
大は見込めないこと
から、外部資金の獲
得により積極的に取
り組む必要がある。

Ⅴ　その他業務運営
に関する事項
１　長期的視野に立っ
た施設・設備の整備、
施設管理の実施
　利用者の視点に
立った快適な研修環
境の形成のための施
設整備を計画的に進
めるとともに、施設を
有効に活用する。

４　施設・設備の計画的整備、
快適な環境構築
　①長期的視野に立った保守・
管理を行うとともに、利用者が
安全で快適に利用できる環境を
提供するため、必要な施設・設
備の改修等を計画的に進める。
　②施設の有効活用のための
工夫に努めるべく、個々の施設
の有用性についての検証を行
い、具体的措置を講ずる。

施設・設備の計
画的整備、快適
な環境構築

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　中期目標期間を通して、利
用者の立場に立ったきめ細
かな施設整備を実施するとと
もに、地元の学校の利用を
受け入れるなど施設の有効
活用を行っている。

　今後、施設の老朽
化が進行していく中
で、長期的視点に
立った施設の保守・
管理と利用者の安全
で快適な研修環境を
保つため、PFIの委託
業者との緊密な連携
を図っていく。

２　情報セキュリティ
対策
　政府の情報セキュリ
ティ対策における方
針を踏まえ、適切な
情報セキュリティ対策
を推進する。

５　情報セキュリティ体制の充実
　情報の安全管理を徹底するた
め、セキュリティポリシーの見直
しを定期的に行うとともに、職員
研修を実施する。

情報セキュリ
ティ体制の充実

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　情報の安全管理を徹底す
るため、情報セキュリティポリ
シーに即しているかの検討
を行い、新システムの導入を
図るとともに、中期目標期間
中、着実に職員研修を実施。

　情報セキュリティ研
修だけでなく、運営会
議等を通じて、個人
情報漏洩等がないよ
う役職員間での情報
共有及び対応策の検
討を行っている。

２　自己収入の拡大
　　　外部資金の積極
的導入や利用者の拡
大、利用料金の見直
し、データベース利用
に係る課金システム
の導入等により、自
己収入を拡大する。
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